
配当（総合課税分）

※配偶者の年金や、遺族・障害年金は合計しないでください。

※源泉徴収票（ない場合は給与明細等）を添付してください。

令和２年１月１日時点で令和２年１月１日時点で令和２年１月１日時点で

（国民年金保険料、任意継続保険料等については、証明書の添付又は提示が必要です。）

入力回

令和2年度（2020年度） 市・府民税申告書【令和元年（2019年）中収入】
（2020-21-　　-　　　　）

※令和2年1月1日時点の住所（又は家屋敷の所在地）

※必ず裏面 に記入してください。
※確定申告書の控え等のコピーの添付にご協力ください。
※納税通知書が送達されるまでに申告してください。
※確定申告書と重複する所得や控除については、記入不要です。

（該当する場合はチェックしてください。）
上場株式の配当所得や譲渡所得について、
所得税と異なる課税方式を選択します。

ご本人について令和元年12月31日時点で該当するものがあれば○を付け、記入してください。

昨年中（1月1日～12月31日）は収入がありましたか？※遺族・障害年金、失業手当等の非課税所得は含まれません。

（2）非課税の収入があった

ご本人が令和元年12月31日時点で扶養している配偶者または親族について記入してください。

配偶者の収入金額 給与（　　　　　　　　　 　　円）　年金（　　　　　　　　　 　　円）

昨年中（1月1日～12月31日）の収入について

（源泉徴収票の支払金額の合計を記入してください。）

下記に該当する所得がある人は、該当する所得欄に、記入してください。（金額等が分かるものの添付が必要です。）

昨年中（1月1日～12月31日）に支払ったものがある場合は記入してください。

寄附金控除（証明書の添付又は提示が必要です。）

以降の記入は不要です。

住宅ローンがある人は記入してください。

★給与・公的年金等以外の所得に係る市・府民税の納税方法について希望がある場合は右記のいずれかに○を付けてください。 給与から差引き 自分で納付・

（障害者手帳や証明書等（コピー可）の添付又は提示にご協力ください。）

（障害者欄に○をした場合は、障害者手帳等（コピー可）の添付又は提示にご協力ください。）

老 同一

（源泉徴収票の支払金額の合計を記入してください。）

社会保険料控除（国民健康・介護・後期高齢保険料、国民年金保険料、任意継続保険料等）

生命保険料控除（証明書の添付又は提示が必要です。）

地震保険料控除（証明書の添付又は提示が必要です。）

セルフメディケーション税制による控除額（一定の取組みを行った証明書の添付が必要です。）（裏面の明細書をご利用ください。）

※雑所得計

（明細書の添付が必要です。※いずれか一方しか選択できません。）



他専人数
人

（別途、罹災証明書と計算書等の添付が必要です。※計算書は国税庁のホームページからダウンロードできます。）

注意事項

注意事項

予告

年金収入のみの方は、こちらの早見表で所得を計算してください。

円

合計所得金額

補てんされる金額
（イ+エ）
実質負担額

（小数点以下切捨）
（赤字のときは０円）

医療費控除額 （最高200万円、赤字のときは０円）

医療費控除の明細書（2019年 1月1日～12月31日支払分）
※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

円

円 円明細書の合計（医療費通知の金額は含まない）

円

1.医療費通知に関する事項

2.医療費(上記1以外)の明細
※「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入してください。

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

⑸ ⑷のうち生命保険
や社会保険などで
補てんされる金額

⑷支払った医療費
の額⑶医療費の区分⑵病院・薬局などの

支払先の名称
⑴医療を受けた方の
氏名

A

B

C

D

E

F

G

ア+ウの合計

イ+エの合計

Gの金額を、表面　　　に転記してください。

ウ

ア

エ

※明細書の内容確認のため提出を求める場合がありますので、領収書は申告期限から5年間保管してください。
※セルフメディケーション税制用の明細書や追加の明細書は、市ホームページからダウンロードできます。
※医療費控除の対象となる医療費については、国税庁のホームページをご参照ください。

明細書に代えて領収書の添付により医療費控除が受けられる経過措置は、今年度で終了します。
次回、令和３年度申告より、明細書の添付がなければ医療費控除（セルフメディケーション税制）が適用できませんのでご注意ください。

※医療費通知を添付する場合、明細には記入せず、右記のア・イ欄に記入してください。
※医療費通知は、税務申告に利用できるものに限ります。

医療費通知のうち、その年中に
自己負担した金額

アのうち、生命保険や社会保険
などで補てんされる金額

イ

（
昭
和
30
年
1
月
2
日
以
降
生
）（
昭
和
30
年
1
月
1
日
以
前
生
）

Eと10万円のいずれか
少ない方の金額

支払った医療費
（ア+ウ）

C

雑損控除額

事業税に関する事項※この申告書を提出した人は、事業税の申告書を提出する必要はありません。

総合課税の配当所得は、表面　　　　に記入してください。

開廃業月日
令和元年

※市・府民税で申告する内容を記入してください。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受ける人は記入してください。（上記で申告不要を選択した場合は、控除の適用はありません。）

上場株式等にかかる配当所得等について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、選択する申告方法の番号に○をしてください。

1　上場株式等の所得について、市・府民税はすべて申告不要を選択します。

→記入はこれで終了です。

2　上場株式等の所得について、市・府民税は下記のとおり申告します。

収入金額（ア）
所得税の
課税方式

市・府民税の
課税方式

必要経費（イ） 所得金額（アーイ） 本年分から差し引く繰越控除

先物取引

一般株式等の譲渡

※住民税が源泉徴収されていない所得（簡易口座、一般口座分等）
を申告不要とすることはできません。
※申告不要を選択した場合、配当割額及び株式等譲渡所得割額の
控除の適用はありません。


